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本日の委員会に付した案件 

 議案第 ４４号  平成２８年度長与町一般会計補正予算（第３号）

 議案第 ４５号  平成２８年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号) 



 議案第 ５０号  平成２７年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 ５１号  平成２７年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

開  会   ９時３０分 

散  会  １５時４１分 



○委員長（喜々津英世委員）

おはようございます。昨日は町民ソフトボール大会、それぞれいろいろご協力いただ

きましてありがとうございました。お疲れさまでした。 

それでは定足数に達しておりますので、本日の総務文教常任委員会を開会いたします。

平成２８年第３回定例会において、本常任委員会に付託を受けました議案第４５号、平

成２８年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。本

案について、説明を求めます。なお、説明及び答弁は座ったままで結構です。 

井川課長。 

○契約管財課課長（井川勝信君）

それでは、議案第４５号、平成２８年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１

号）につきましてご説明いたします。補正予算に関する説明書の６、７ページをお開き

ください。歳入でございますが、２款１項１目１節繰越金として１４７万円を計上させ

ていただいております。次に、１０、１１ページをお開きください。歳出でございます

が、１款２項１目２８節繰出金１４７万円は、一般会計に繰り出すものでございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

今、説明が終わりました。例年のことでありますけれども、一般会計へ繰り出すとい

うことでありました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

では、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。議案第４５号、長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１

号）の件について討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

それでは、これから採決を行います。本案は原案のとおり可決すべきものと決するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

引き続きまして、議案第５１号、平成２７年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決

算の認定についての件を議題といたします。議案の説明を求めます。 

井川課長。 

○契約管財課課長（井川勝信君）

それでは、事項別明細に沿って説明をさせていただきます。６、７ページをお開きく

ださい。歳入でございますが、１款１項１目１節駐車場使用料でございますが、合計で

７８７万３,０００円となっております。駐車場使用料の内訳について申し上げますと

長与嬉里駐車場の一般の時間駐車ですが、年間で延べ１万２,７７５台、月平均で１,０

６５台分の駐車料金となっております。使用料は２８０万７,８００円収入があってお



ります。昨年と比較いたしまして、昨年が延べ１万８２２台、月間平均９０２台でござ

いましたので、年間延べ１,９５３台の増、月間で１６３台、２６年度の使用料２２２

万７,５９０円でございましたので、５８万２１０円の増加となっております。 

増加の理由といたしましては、近くにダンススクールがオープンし子供たちが多く通

っており、送迎の車が増加したことによるものと考えられます。次に、定期駐車場使用

料の長与駐車場の分でございますが、通称、嬉里駐車場と言っておりますが、２７年度

は、延べ台数３３５台となっております。使用料は２８９万４,４００円でございます。

昨年、２６年度と比較しまして、延べ４台の減少ということで、わずかでございますが、

減少をいたしております。 

それから、吉無田駐車場の定期駐車ですが、延べ４０２台となっております。使用料

は２１７万８００円でございます。前年度と比較しまして、延べで８台増、４万３,２

００円増加しております。 

そして、滞納繰越分でございますが、２７年度３万円の収入がありました。これは平

成２４年度の滞納分でございまして、３万円の収入ということでございます。 

次に、２款１項１目１節繰越金でございますけれども、１０７万７,７１３円となっ

ております。次に、３款諸収入、１項１目１節町預金利子でございます。６８５円でご

ざいます。雑入は２,０６８円ありました。合計収入金額は、８９８万３,４６６円とな

っております。前年度比５５万１,５７２円の収入増となっております。 

次に８、９ページをお開きください。歳出でございますが、１款総務費、１項総務管

理費、１目一般管理費でございます。支出総額６４３万４,８０１円となっております。 

１１節需用費でございますが、５３万８,４２３円の支出で納付書を印刷したために

１９万ほど増になっております。次に１２節役務費でございますが９万１,６０２円支

出いたしております。次に１３節委託料ですが、４９９万５,８５６円の支出となって

おります。前年度と比較しまして４万３,９４４円減少しております。次に１４節使用

料及び賃借料ですが、防犯カメラとタイムレジスター賃借料と合わせて４３万６,３２

０円を支出いたしております。次に１５節工事請負費でございますが、消防用設備の不

備のある箇所の改修工事を３７万２,６００円支出いたしております。次に２８節繰出

金でございますけど、一般会計へ１０７万７,０００円を繰り出しております。それか

ら予備費として３０万円を計上いたしてしておりましたが、これについては支出をして

おりません。歳出の合計は７５１万１,８０１円でございます。 

それから１０ページをお開きいただきたいと思います。実質収支に関する調書でござ

います。歳入合計から歳出合計を差し引きいたしまして、１４７万１,０００円を次年

度の繰り越しとしております。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりましたが資料がありますので、資料を今からお配りします。しばらくお



待ちください。 

今、お手元に駐車場事業歳入の部分の資料が配付をされましたので、これについてさ

っきと重複する部分があるかもしれませんけれども、説明をお願いいたします。 

井川課長。 

○契約管財課課長（井川勝信君）

ただいまお配りしました資料についてご説明いたします。まず１枚目の長与駐車場

（嬉里）としておりますが、嬉里駐車場の年間の歳入の合計額を示しております。１番

下の方の収入額合計２８９万４,４００円の収入があります。調定額といたしまして２

９０万３,０４０円、１人の方がひと月分８,６４０円収入未済額となっております。 

次に２枚目の吉無田駐車場でございます。調定額２１７万８００円に対し、収入額２

１７万８００円としております。収入未済額はゼロでございます。 

次に平成２７年度一般駐車料金の集計表でございます。４月から３月までＡＢＣＤの

Ｄの現金計というところの合計額が収入額でございます。２８０万７,８００円となっ

ております。それから、４枚目の滞納繰越分の収納状況でございます。当初調定額６万

６,４００円ございましたが、２７年度に３万円の収入がありましたので、収入未済額、

今現在３万６,４００円となっております。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

説明書の方で工事請負費ですね、恐らく補正の中で以前説明がもう既にあってたと思

うんですが、再度、ちょっとお伺いしたいのが、消防設備の不備ということで、この工

事費が上がってたわけですけれども、これはいわゆる消防の検査等で指摘されたものな

のか、再度、そこのところ詳しくご説明をいただきたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課課長（井川勝信君）

ご説明いたします。消防設備点検で不備のあるところを指摘されたものでございまし

て、工事内容といたしまして、火災報知機２個、誘導灯４台、泡消火設備、モーターサ

イレン１台の取りかえ工事費となっております。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員）

歳出に防犯カメラの賃借料がありますけども、これは何台ぐらいあるんですか。 

○委員長（喜々津英世委員）



井川課長。 

○契約管財課課長（井川勝信君）

防犯カメラの台数は７台でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員）

それから、資料の４枚目の滞納のところで３万６,４００円がありますけども、これ

は１人分の滞納ですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課課長（井川勝信君）

１人分の滞納額でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

今、話が出ました滞納の分ですが、残りの分については、いつぐらいとかいう確約等

はとれてるのかですね。今後の話し合いなのか、このあたりの状況をお伺いします。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課課長（井川勝信君）

今後の確約ですが、この方、今、分納をしていただいておりまして、昨年ぐらいです

かね、長崎市の方に転出をされたということで、収納専門員の方からお聞きしておりま

して、今、収納専門員の方と接触といいますか、呼び出して、約束をしまして、来庁し

ていただくという話をしておりましたけども、なかなか来庁がされない。そういうよう

な状況でございまして、契約管財課としましても連絡をとって、お話をしなければいけ

ないと考えております。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。いいですか。 

質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

これから討論を行います。まず、反対討論ありませんか。 

次に賛成討論ありませんか。 

賛成、反対、いずれでも結構です。ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議

ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

議案第４４号、平成２８年度長与町一般会計補正予算（第３号）の件を議題とします。

契約管財課所管を行います。提案理由の説明を求めます。 

井川課長。 

○契約管財課課長（井川勝信君）

それでは、ご説明をいたします。議案第４４号、平成２８年度長与町一般会計補正予

算（第３号）でございます。説明書の６、７ページをお開きください。１７款繰入金、

１項特別会計繰入金、１目駐車場事業特別会計繰入金、１節駐車場事業特別会計繰入金

としていたしまして１４７万円を繰り入れいたしております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

管財課所管を終わります。しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会審査を再開いたします。これから総務部の、まず総務課所管を行

います。議案の説明をお願いします。 

山本課長。 

○総務課長（山本昭彦君）

皆さん、おはようございます。それでは、一般会計補正予算（第３号）の総務課所管

についてご説明をさせていただきます。 

まず、人件費に関する補正の全体的な説明をさせていただきます。一般会計補正予算

（第３号）に関する説明書の３４ページ、３５ページをお開きください。まず３４、３

５ページは特別職に関する補正でございます。３５ページの１番下の比較の欄、右から

３列目、共済費６６万７,０００円でございます。これは特別職共済組合負担金の増額

補正をお願いするものでございます。町長、副町長、教育長分でございます。 

次に３６ページ、３７ページをお開きください。一般職の補正になります。上の表に

なりますが、比較の欄の給与費の給料で２５６万９,０００円の増額、職員手当で１８

０万４,０００円の減額、合わせまして７６万５,０００円の増額を予定しております。 

その他に右のページの共済費５５５万の減額がございます。下の表は職員手当の内訳



になります。管理職手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当が増額補正となっ

ている他は減額補正となっております。時間外勤務手当につきましては、今回、機構改

革による情報管理課が総務課付けになったことによる情報管理課分を減額とする他は、

監査事務局、こども政策課、介護保険課の分を増額分として補正をさせていただいてお

ります。合わせまして、全体として増額補正ということになっております。 

次に３８、３９ページをお開きください。給料及び職員手当の増減額の明細でござい

ます。給料につきましては、昇給に伴う増加分が平均昇給率２.４％で、１,４６２万２,

０００円。その他の増減分につきましては、職員の定年退職、新規採用、さらに、人事

異動によります配置転換により１,２０５万３,０００円の減額を見込んでおります。職

員手当につきましては、その他の増減分で１８０万４,０００円の減額となっておりま

す。給料、職員手当、合わせまして７６万５,０００円の増額となっております。 

次に４０、４１ページをお開きください。給料及び職員手当の状況でございます。職

員１人当たりの給与を今年の１月１日現在と７月１日現在とで比較をしたものでござい

ます。 

次に４２、４３ページ、こちらも今年の１月１日と７月１日の比較で、級別職員数を

あらわしたものでございます。人件費にかかる全体的な説明は以上でございます。 

次に、総務課の独自要求分についてご説明をさしていただきます。歳出の１２、１３

ページをお開きください。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございます。

総務課所管は人件費に係る分でございます。先ほど説明でも触れましたが、特別職共済

組合負担金４５万３,０００円以外は、情報管理室を含む、総務課・秘書広報課・契約

管財課に係る人件費の補正で、２節給料が６４万１,０００円、３節の職員手当等が２

２５万６,０００円の増額補正、４節の共済費の共済組合負担金が６万３,０００円の減

額補正となっております。 

次に１４、１５ページをお開きください。９目の電子計算費、２節給料、３節職員手

当等、次のページの１６、１７ページになりますが、４節の共済費、こちらの方は機構

改革によりまして、情報管理課が総務課づけとなりましたので、人件費分がすべて減額

とさせていただいております。 

次に１３節委託料、こちら電算システム運用開発委託料でございます。こちらは厚生

労働省分のマイナンバー制度の対応業務、システム改修委託料４８３万９,０００円と

ヴューテラス長与北陽台の字界地番整理に伴う、基幹システムデータ変更業務委託料に

３０２万４,０００円の合計７８６万３,０００円の増額補正をお願いしております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

まず、最初に説明がありました３４ページから４３ページの補正予算給与費明細から

入りたいと思います。３４、３５ページをお開きください。ここで質疑ありませんか。



次に３６、３７、次に３８、３９、ここではありませんか。４０、４１、次に４２、４

３、また後で総括的に行きたいと思いますが。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

３６、３７ページの一般職の部分の総括表の中で共済費ですね。私も詳しく精査して

ないので、ちょっとよくわからないんですけれども、５５５万減になってますけれども、

これは、いわゆる定年退職とか新規採用とか異動とか、そういったことに伴うものなの

か。それとも、何か共済費の制度が何か変わったのか。このあたりは主な要因をお知ら

せいただきたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

小川課長補佐。 

○課長補佐（小川貴弘君）

こちらの共済費につきましては、年齢が上がりますとそれに伴って給与が上がります

ので全体的に上がっております。今回一般会計においては、退職者が１４名ということ

で給料が高い方がやめられて新規採用職員が補充で入ってると、そういった面で共済費

が伴いまして減少していると。また、今回、共済費の制度としまして時間外勤務等も含

めた形で共済費を再計算する方式に本年度から変わっておりまして、その影響もござい

まして、当初予算においては、その見込みがなかなか難しいということで、若干、予備

額も含めた形で多めに計上をさせていただいてると。今回はその見込みがたちましたの

で、そういった面も含めて多めに減額補正ということでさせていただいております。 

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

３５ページの比較の分の１番上の長、ここの共済費６６万７,０００円。これは町長、

副町長、教育長というこれはわかります。この上がった理由を説明してください。 

○委員長（喜々津英世委員）

小川課長補佐。 

○課長補佐（小川貴弘君）

こちらなんですが、誠に申しわけないんですが、２８年度の当初予算におきまして、

本来は１２カ月分を計上するものを誤って１０カ月分しか計上をしていないということ

が発覚をいたしまして、今回、その分を処理誤りということで補正を行わせていただい

ております。お手数をおかけしますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。次に１２ページ、１２、１３、それから１６、１７まで。いいで



すか。質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

１７ページの電算システム運用開発委託料、本会議の中でも同僚議員から質疑が出ま

して、そのときにヴューテラス北陽台の地番変更等々があると。今も説明があったよう

に字界の変更とかいうことでしたが、何といいますか、もうあそこは、通常長与町内だ

ったら何々郷、何々郷だったのをその郷を廃止するのか、しないのかが、以前、答弁の

中で地元、地権者の判断だというような答弁があったんですけど、それと関連があるの

かないのか。ちなみに現状どうなってるのか。これと関係があるのかどうかも含めてお

伺いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

江頭参事。 

○参事（江頭幹夫君）

ヴューテラスの地番変更の電算処理は情報管理室の方でやっているのですが、大元に

なる協議等は、まだ、されていないので詳しい内容は、うちの方は把握しておりません。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。それでは、それぞれ全般的に今まで説明があった内容について、

全般的になにかありましたらどうぞ。 

質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで総務課、それから情報管理室所管を

終わります。 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩前に引き続き、委員会審査を行います。これから建設産業部の産業振興課所管を

行います。議案の説明を求めます。 

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

おはようございます。それでは平成２８年度長与町一般会計補正予算（第３号）産業

振興課所管分の歳入歳出について、ご説明をいたします。それでは事項別明細書により

説明をいたします。最初に６ページ、７ページをお開きください。１４款県支出金、２

項４目農林水産業費県負担金、１節農業費補助金でございますけれども、青年就農給付

金（経営開始型）としまして７５万円でございます。新規就農者に対します農業経営者

となることについての強い意欲を持ち、独立自営するたびに経営が軌道に乗るまでの間

でございますけれども、これに対して支援をする給付金でございます。今年度から営農

を開始されます新規就農者１名の国からの年間１５０万円の補助となりますけれども、

今年度は１０月から３月までということの半年分の給付金となっております。 



次に８ページ、９ページをお開きください。１９款諸収入、５項１目１節雑入でござ

いますけれども、長崎県町村会物産展事業助成金の５０万円でございますけれども、こ

れは長崎市で開催予定の県内８町が参加をして行われます町のＰＲイベント、ラブフェ

ス２０１６への上限２０万円の参加助成金、それから町が主催します地域おこしのイベ

ント、長与シーサイドマルシェに対する助成金３０万円の合計５０万円が長崎県市町村

振興協会より助成されることに伴いましての歳入でございます。 

次に歳出でございます。１２、１３ページをお願いいたします。２款総務費、１項総

務管理費、１目一般管理費でございますけれども、こちらにつきましては、歳入の雑入

でご説明申し上げましたとおり長崎県町村会物産展事業助成金に伴います事務経費とな

っております。まず８節報償費の１０万円は、ラブフェス２０１６へ参加するに伴いま

して、町ＰＲステージの出演者の謝礼金となっております。次に９節旅費は、このラブ

フェスに町内より参加する旅費として３万５,０００円及び１１節需用費は、ラブフェ

スの長与町ブースへ訪れていただく来場者のプレゼント用品として、消耗品１万５,０

００円。それから印刷製本費としまして、長与シーサイドマルシェ開催案内チラシ印刷

費１３万２,０００円、合計１４万７,０００円となっております。次に１３節委託料の

２５万１,０００円は、来場者へのプレゼントとなりますイメージキャラクター用品製

作委託料でございます。 

続きまして、１６、１７ページをお開きください。２款総務費、２項徴税費、１目税

務総務費でございますけれども、９節の旅費でございます。７万円及び１１節需用費の

２万円は、ふるさと長与応援寄附金につきましての事務経費となっております。 

次に１２節役務費の２６万円は、広告料としまして、ふるさと長与応援寄附金のＰＲ

を行うために、福岡市市営地下鉄車内ポスターと長崎空港１階ロビーに掲示しますポス

ターの掲示料でございます。 

続きまして２６、２７ページをお開きください。６款農林水産業費、１項２目農業総

務費の２節給料及び３節職員手当、４節共済費でございますけれども、４月の役場内機

構改革によります人事異動２名の増員と７月１日付け人事異動に伴います２名の補正と

なっております。合計で１,３６０万５,０００円となっております。次に３目農業振興

費、１５節工事請負費の１,４００万でございますけれども、これにつきましては、三

根郷にあります旧農産物加工処理施設の移転に伴います解体工事費でございます。築３

５年が経過をいたしておりまして、直売所まんてん横に新築移転により地権者との協議

を経まして解体するものでございます。次に１９節負担金補助及び交付金でございます

が、こちらも歳入でご説明を申し上げましたとおり、今年度から営農を開始されます新

規就農者１名に助成する国から支給されます青年就農給付金７５万円でございます。 

以上が、産業振興課所管分でございます。どうぞご審議のほどよろしくお願いを申し

上げます。 

○委員長（喜々津英世委員）



説明が終わりましたので、これから質疑を行います。まず歳入ですが、６、７ページ

１４款２項４目。これは歳出でも出てきましたけれども、これはいいですか。また後で

出てきますから、そのときにでも結構です。次に、８、９ページ。１９款５項１目、い

いですか。シーサイドマルシェ開催に伴うものということでした。 

次、歳出行きます。１２、１３ページ、２款１項１目の中で何かありましたらどうぞ。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

１３ページの報償費の謝礼のところで、お伺いしたいんですけれども。ラブフェスの

ＰＲステージに出場する方への謝礼ということなんですが、ラブフェスというのは、私

の理解では、水辺の森公園で１０月に行われるやつで、もちろん町のＰＲという面もあ

りますけれども、一つはやはり自らそこで商売を営んでいらっしゃる方のＰＲの面もあ

るんじゃないかと思うんですよね。ですから、そこに出たからその方が町から謝礼をも

らうというのがちょっと考え方として、町のＰＲ分ということでの謝礼なのか。ちょっ

とそことの整理がよくつかないんですが、そこはどういうふうな考えで謝礼が出される

のかですね、そこをお伺いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

川内課長補佐。 

○課長補佐（川内佳代子君）

お答えいたします。委員がおっしゃるとおりラブフェスというのは、水辺の森公園の

方で１０月の２２、２３、２日で行われるものなりますが、この分の報償費といたしま

しては、今回イベントに参加するのが長与町単独ということではなくて、町村会が８町

をまとめまして１つのブースで行うんですが、それぞれの町がＰＲとして行うステージ

のイベントがございまして、イベントの方に長与町のＰＲとして、琴の尾太鼓の方々を

今予定をしているんですけども、そちらの方の方々に出演していただいて長与町のＰＲ

としての出演の報償費というふうになっております。以上になります。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員）

同じところで２５万１,０００円、イメージキャラクター商品とありますけども、こ

れは来場者への全員に、来られた方、長与町のミックンかなんかを配付されたというこ

とでしょうかね。そのＰＲ効果はどうだったんですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

川内課長補佐。 

○課長補佐（川内佳代子君）

すみません。補正になってるので、今度の１０月の２２、２３の方で使う費用の方を



今度、委託料ということであげさせていただいておりますが、ラブフェスの方にお見え

になられた方で、町村会のブースで長与町の物を買っていただいた方に対してのお礼と

いうことで、缶バッチの方の作成ということで予定をしております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。なければ、次、１６、１７ページ。この中で９節、１１節、１２

節、ここはいいですか。なければ次に行きます。２６、２７ページ、農業総務費、農業

振興費、ここは産業課所管です。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

青年就農給付金のところでお伺いをしたいんですけれども、これは国・県からの新し

く新規で農業をされる方に対して、まず立ち上げの資金のことだろうと思うんですが、

年間１５０ということですけれども、これは当面、例えば１年間だけなのか。それとも

数年間こういった形で応援する制度なのか、ちょっとまず制度のことを１点お伺いした

いと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

山本係長。 

○係長（山本公司君）

お答えいたします。こちらにつきましては委員さんおっしゃるように、経営を開始さ

れて軌道に乗るまでの定額給付となっております。こちらにつきましては年間１５０万

円ということで、最長５年間支給を受けることができます。ただ、これには所得制限が

ございまして、その給付金１５０万円を除く本人さんの所得が３５０万円を超えたら、

給付が停止するというようなことになっております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

後継者をつくるという意味でも必要な制度だというふうに思うので、ちなみに今回１

名の方なんですが、どういった作物、どういったものを作るのか、どのくらいの作付の

面積と言いますか、どういう規模でやられるのか。このあたりをお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（喜々津英世委員）

山本係長。 

○係長（山本公司君）

お答えいたします。こちらにつきましては、先ほど５年間というのがありましたけれ

ども、あの５年後は独立して、給付金に頼らず自分で稼いで農業で生計を立てていける

というような事に対する給付金でございます。こちらの対象者の方につきましては、５,

０００平米ですね。５年後の目標として５,０００平米の借り受けをしまして、その中



で、中晩柑類を２,０００平米、桃を１,０００平米、それからその他野菜ということで、

２,０００平米ですね、合計５,０００平米の計画を立てております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

１５節の工事請負費の件で、まず、この解体工事の、予算可決後になると思うんです

けれども、スケジュールをお示しください。 

○委員長（喜々津英世委員）

山本係長。 

○係長（山本公司君）

工事のスケジュールにつきましては、予算の議決後すぐ、やはり３月末までが、土地

の所有者の方との契約になっておりますので、３月末までには、きれいに更地にして変

換をしないといけないということですので、もし議決をいただけましたら、その後、入

札業務にすぐ入っていきたいというふうには考えております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

再度確認ですけれども、３月末までには、もう返すということで、まず確認、再度確

認をしたいと思います。よろしいでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

山本係長。 

○係長（山本公司君）

３月末までの契約になっておりますので、３月末ということで、進めていきたいと思

っております。 

○委員長（喜々津英世委員）

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

この三根の加工センターについては、知ってのように所有は、土地は地主さんですよ

ね、所有はね。それを町が借りて、町がそのお金を払って来たというのが１つ。それと

建物は町が建てたということで、町の所有であったと。したがってその解体は町の責任

で解体をすると。この論で町が直接その解体をしなければいかないということに、理解

をしておるわけですね。ちょっと外れるかもしれませんが、委員長ですね。これの解体、

と合わせて埋立地にこの前落成をしました施設ですね。これがそれではどうなるのとい

うことをちょっと私も考えたんですが、三根のように、土地の所有そして賃借料を払っ

て町がですね。それで建物の所有は町ということで何ら問題ないわけなのですが、今度



今、立てているところは、土地は町有地ですよね、あそこはね。そして建物の所有は、

建設をするために補助を出しているわけです。したがって、それの主体はどこに出した

のかというと何とかの協議会に出しているということですね。そうであれば、当然そこ

の建物の所有は、その協議会所有になっていくだろうと。それで元利償還も一部補助残

を、お金を借りているんではないかなと思っているんですが、それの元利償還も町が補

助しましょうという状況ですね。そういう予算措置になっているわけです。 

そうしますと建物は、土地は町だけども、建物は協議会のものだというふうに私は理

解するんですが、その場合にこの何十年か後に解体をするとなりますとこれは町がする

必要はないと。今の論からいけば、そのあたりは十分町でも考えて、これを取り組まれ

ているのかですね。ちょっと関連でございますので、委員長、ちょっとお聞かせをいた

だきたいというふうに思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

本議案と直接は関係ありませんけども、本人が、委員が関連ということでありました

けど、そこらへんについて説明をお願いいたします。 

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

委員ご指摘のとおり、そういうことで新しく建ちました今、カラフルと言っておりま

すけれども、そういう形で運営をしていただいております。町からも補助している状況

です。先々はそういうことで、ひとり立ちをしていただくということで、その目標に向

かって進んでいただいてるんですけれども、最終的には委員さんおっしゃいますように、

最終的には自分たちのものと加工所といいますか、生活研究グループの皆さんのものと

いうことで、形をとらせていただいて町ではもう先々ではタッチをしていかないと、解

体も今回のようなことには多分ならないというふうには思っているとこです。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

その点は、十分、もう何十年か私どももいないかもしれませんので、わかりませんけ

れども。解体がいつになるかですね、そういうことで、議事録をぴしっと残りますので、

そのあたりは、ぜひ引き継ぎをしていただきたいというふうに思うんです。この本体の

１,４００万の補正なんですけども、これは３月末までの完成だと、取っ払ってしてし

まいますということなんですけども、着工は先ほどの話からいけば、早々にやるという

ことなんですけども、当然これは解体は、入札をしていくということになるんでしょう。

その点をちょっと確認したいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）



そうですね、当然、見積徴収から始まりまして、そういう形で入札という形になって

いこうと思っております。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。 

中村委員。 

○委員（中村美穂委員）

今のところの解体の件なんですけれども、早期に入札をして解体をするということで、

建物を建てるわけではないので、解体をされたら３月まで、すいません、工期がちょっ

とあれですけれども、早目に解体をして、契約が３月だから借りていなければいけない

のかもしれないんですが、賃借料を考えれば早目に解体して、早目にお返しするという

方法はないのでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

当然おっしゃいますように、早期に着手して、早期にお返しするという形が、地権者

の方もそういうことで望んでおられるかもしれませんけれども、一応契約が、先ほど申

しました一応３月までという形をとらせていただいております。地権者の方ともそうい

うことで、年度始めにお願いをしまして、先ほど申しましたようにも３０何年という間、

自分の土地を多分、そんな高くない借地料だったと思うんですけれども、そういうこと

でご協力をいただいたというふうなところもございまして、今年３月までは、もう１度

お願いするということで、地権者の方と年度頭にお願いをして契約をしたところです。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。以上で一応、歳入歳出終わりましたけれども、総括的に何か質疑

ありましたらどうぞ。ありませんか。質疑なしと認めます。 

これで産業振興課所管の質疑を終わります。暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて、委員会審査を再開いたします。これから建設産業部の土木管理課所管

を行います。議案の説明を求めます。日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

おはようございます。それでは、平成２８年度長与町一般会計補正予算（第３号）土

木管理課所管分の歳入歳出につきまして、ご説明いたします。 

それでは歳入から事項別明細書により説明いたします。６、７ページをお開きくださ

い。１３款１項３目１節公共土木施設災害復旧費負担金補正額１３３万４,０００円が、

土木管理課所管でありまして、先般の大雨時に崩壊した丸田郷の町道の復旧工事費に対

する国庫負担金でございます。なお工事費は、負担対象分２００万で負担率６６.７％



でございます。続きまして、１３款２項４目１節道路橋りょう費補助金、補正額６６５

万５,０００円。その下、４節住宅費補助金、補正額３４万円が土木管理課所管であり

ます。内容といたしましては、１節道路橋梁費補助金は、道路橋長寿命化による安全性

の確保補助金と通学路要対策箇所の整備による安全な通学路の確保補助金を、事業費ベ

ース１,２１０万円増額することに伴う補正でございます。なお補助率は５５％でござ

います。４節住宅費補助金は、木造住宅の耐震改修計画作成費助成を２件、耐震改修工

事費助成を１件増加することに伴う国庫補助金の補正でございます。続きまして、１４

款２項６目１節住宅費補助金補正額３０万が土木監理課所管であります。内容といたし

ましては、木造住宅の耐震改修工事助成を１件増加することに伴う県補助金の補正でご

ざいます。続きまして８、９ページ及び議案書５ページをお開きください。２０款１項

６目１節公共土木施設災害復旧事業債補正額６０万円が土木管理課所管であります。 

続きまして、歳出です。ページ数は２６、２９ページをお開きください。８款１項１

目２節から１９節が土木管理課所管となります。内容といたしましては、２節給料、３

節職員手当等、４節共済費は職員の配置転換に伴う補正でございます。１９節負担金補

助及び交付金につきましては、西彼杵道路・長崎南北幹線道路建設促進期成会会費１２

万９,０００円の増加に伴う計上と県事業地元負担金１,１２６万２,０００円を計上し

ております。内容といたしましては、西彼杵道路・長崎南北幹線道路建設促進期成会会

費の増額は、国土交通省・県・県選出国会議員への要望書作成に伴う計上でございます。

また、県事業地元負担金は、国道２０７号と県道長崎多良見線の道路改良に伴う負担金

を計上しております。続きまして、８款２項２目１３節１５節及び８款２項４目１５節

が土木管理課所管となります。内容といたしましては、８款２項２目１３節委託料です

が、町道管理委託料、これは剪定業務に伴う増額９７４万円と測量設計委託料は、路面

性状調査の変更に伴う増額７６万１,０００円でございます。８款２項２目１５節工事

請負費は、町民の要望にこたえる維持工事、これに１,０００万。それと通学路の安全

対策に６０万円を計上いたしております。８款２項４目１５節工事請負費は、本川内橋

補修工事の増額１,２００万円を計上いたしております。続きまして３０、３１ページ

をお開きください。８款５項５目１１節需用費が、土木管理課所管となります。内容と

いたしましては、公園遊具を含めました施設及び設備などの整備・修繕に対応するため

の消耗品５０万円、それと修繕料５０万円を計上いたしております。また、８款６項２

目１９節、負担金補助及び交付金が土木管理課所管となります。内容といたしましては、

木造住宅の耐震改修計画作成費補助助成を２件、耐震改修工事費助成を１件、増加する

ことに伴う補助金１０４万円でございます。続きまして３２、３３ページをお願いいた

します。１１款２項１目１５節工事請負費が土木管理課所管となります。内容といたし

ましては、丸田郷の町道の災害復旧工事費２５０万円でございます。 

以上が土木管理課所管でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）



説明が終わりましたので、これから質疑を行います。まず、歳入６ページ、７ページ、

をお開きください。１３款１項３目、１３款２項４目、ここで何かありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

大雨の時の大雨が発生した部分だということで、丸田郷というご説明がありましたが、

もう少し詳しく、丸田郷どのあたりにあたるのかお願いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

前田課長補佐。 

○課長補佐（前田将範君）

お答えします。今回の災害につきましては、６月１８日から６月２６日の梅雨前線豪

雨により発生した、丸田郷の高野地区の道路災害復旧工事に対する国庫補助の予算の計

上になってるんですけども、場所につきましては、丸田郷高野地区で、丸田郷から稗ノ

岳に登る本川内に抜ける道があります。町道名は、町道南田川内・本川内線という道路

になります。こちら上り上がった先のところに、長与町水道の配水タンクがございまし

て、その排水タンクの少し下の方が、今回被災した場所になります。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

ということは、若干、山の方ではありますけれども、恐らく例えば農業をされていら

っしゃる方々は、そこの道路といいますか、そこの部分は使われるので早急にしなくて

はいけないのではないかと思うのですが、実は２７年度のときに、同じく丸田の忠霊塔

のすぐ下のところの、大雨の後にやはり町有地が若干、土砂崩れがありまして、そのと

きも確か９月に予算が出て、実際に工事が、着手したのが、１２月か１月か非常に遅れ

て、そこの近隣の方なんかも非常に困って、もうこんなに時間が何でかかるのかという

ことで、国の方からのこういうお金が遅かったということが原因だったようなんですが、

今回は、そういったことは心配ないのか。例えば、この工事の着手するための負担金、

国からの負担金が遅れることによって、農業されてる方々の往来に支障を来すとか、そ

のあたりの心配がないものか。ここをお伺いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えいたします。委員ご指摘のとおりその道路につきましては、民家はないんです

が、上の方にですね。ただ、農家、畑等々がございますので、当然、お使いになる方い

らっしゃるということで、現在のところ被災してすぐ、被災した反対側の方の畑の部分

を一部お借りしまして、通行には危なくないように安全対策をいたしまして、車の方は

通れるように同じ幅員を確保するように、今現在行っております。当然、査定等々終わ



りましたら、すぐうちの方も工事の方の移りたいと考えております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。１３款２項４目、１４款２項６目、これも土木管理課所管です。

１３款２項４目ですね。いいですか。では次、８ページ、９ページ、災害復旧事業充当

起債、これは予算書の５ページの地方債の補正の中でも出てまいりますけれども、よろ

しいですか。 

それでは歳出にいきます。２６、２７、ここでありませんか。２８、２９。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

２８、２９で、町道管理委託料、これは剪定業務ということで、９７４万が補正にあ

がってるわけですが、これは急にどこか剪定が増えたとか、当初にあげられなかった理

由というのをお聞きしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えいたします。町道管理委託料につきましては、２７年度からですけども、まず

は剪定が必要なところについて剪定をして、選んでそこを剪定として発注をするという

ことでございまして、今年度も最初は当初予算の方は、昨年度末に現地の方を全部見ま

して必要なところにつきまして、当初予算で計上させていただいたということでござい

ます。今回の補正につきましても、今現在見たところ、剪定が必要だなというところに

つきまして、今回補正を上げさせていただいたということございます。ちなみに今回は、

長与ニュータウン、それと長与中央線、この川端の道路ですね。それと道の尾の方の道

路がございますが、水源地の前の道路、水源地に行くまでの道路ですね。こちらの方を

剪定を予定をしております。この分の予算として、９７４万ということで計上させてい

ただいております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

同僚の一般質問の中にもあっておりましたけれども、管理課になるのかちょっとあれ

ですけど、この間取得した榎の鼻の土地部分の剪定というのは、今回の中には含まれて

いなくて、前回、当初予算か何かにはもう入ってたいたんですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えいたします。榎の鼻の部分につきましては、現在、管財課の方で管理の方は行

っております。先週、金曜日ぐらいだったと思いますが、草刈りの方をやってたと思い



ますが、こちらの方は榎の鼻の組合さんの方、こちらの方で草刈りをしたということで、

報告はいただいております。まだ、管理等々は、まだ組合の方にあるということで、組

合さんが私が切りますということで、組合さんの方が切っていただいたということでご

ざいます。そういうふうに報告はいただいているということでございます。ですから、

今年度の補正の方、先ほど管財課ということで申し上げましたが、うちの方の剪定及び

除草の中には、この部分は入っていないということでございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員）

２９ページの８款４目の橋梁維持補修工事、本川内の大越の橋だと理解しております

けども、これについては、いつ頃されるのか期間、そしてまたどのくらいかかるのか。

それとあそこを工事すると、奥の家が全く通られませんので迂回路関係はどのように考

えておられるか。３つまとめてお願いします。 

○委員長（喜々津英世委員）

前田課長補佐。 

○課長補佐（前田将範君）

お答えします。工事のスケジュールなんですけども、工事の発注につきましては、１

０月をめどに発注、入札を考えております。工事の完了、期間につきましては、今年度

の２９年２月末を目標にして、工事を進めていくように考えています。交通規制なんで

すけども、今回、橋梁の補修ということで、橋梁の、橋の裏の方ですね、裏の方とか、

橋梁の橋台・橋脚の補修がメインになっていますので、実際、交通につきましては、片

側交互通行、資材の搬入等のときには、片側交互通行と交通規制かかるんですけども、

通常の橋梁の下面の補修とか橋台の補正につきましては、交通規制はかかりません。 

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。なければ次に行きます。３０、３１、８款５項５目、それから８

款６項２目、ここはいいですか。じゃあ次、１番最後です。３２、３３、１１款２項１

目災害復旧です。いいですか。それでは、全般的になにかありましたらどうぞ。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

２９ページでお伺いしたいんですが、県事業地元負担金、この負担金及び交付金のと

ころで、ご説明の中では２０７号とか県道とかそういったところについての県事業等の

町としての地元負担金だということですが、その県道の部分で、おそらくこれは三根線、

ニュータウン入口から三根大橋あたりまでの部分、そこの部分の県工事の地元負担金も

含まれているのか、ちょっとここをまずお伺いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）



日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、この負担金、長崎多良見線につきましては、

一部、三根が入っております。ただ、位置的には、ちょうどパン屋さんとカラオケ屋さ

んがあったと思います。こちらからいきますと左カーブになるカーブがございます。そ

このカーブの改良でございまして、委員ご指摘のところにつきましては都市計画道路の

改良工事でございますので、恐らく都市計画課の方になろうかと思います。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。それでは質疑なしと認めます。 

これで建設産業部土木管理課所管を終わります。 

暫時休憩します。御苦労さまでした。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を戻して、委員会を行います。場内の時計で１１時２５分まで休憩いたします。 

（休憩 １１時１０分～１１時２４分） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開します。これから企画財政部の税務課所管の審査を行いま

す。議案の説明をお願いします。荒木課長。 

○税務課長（荒木秀一君）

おはようございます。それでは税務課所管分についてご説明をいたします。 

一般会計補正予算（第３号）に関する説明書の１６、１７ページをお願いいたします。

１番下の２款２項２目賦課徴収費の７節賃金でございますが、育児休業等代替職員賃金

９５万４,０００円のうち５０万６,０００円が税務課の所管分となります。これは税務

課職員１名の育児休業によるものでございます。内訳は、代替職員１名、雇用日数は９

月末から３月末までの１２２日間、勤務時間は５時間４５分、時給は７２０円でござい

ます。続きまして、１８、１９ページをお願いいたします。上段の１３節委託料におき

ましては、評価替に伴う航空写真撮影業務委託料としまして８４４万１,０００円を計

上させていただいております。委託の内容でございますが、平成３０年度の評価替に向

け、その基準年となる平成２９年の１月１日以後の直近日において、町全域を上空から

撮影及び測量を行い、写真地図を作成し、既存の地積情報管理システムにデータ登録を

行う業務でございます。これは平成３０年度の評価替及び撮影時以降、毎年の固定資産

税の賦課更正事業を行う上におきまして、課税客体の把握、適正な課税を行うことを目

的としております。ちなみに前回のこの撮影業務に関しましては、平成２７年度評価替

に伴いまして平成２６年１月に行っております。以上、税務課の所管分でございます。

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）



説明が終わりましたので、これから質疑を行います。１６、１７ページ、２款２項２

目の７節賃金、これと次の１３節の評価替に伴う業務委託料ですね。ここで何かありま

せんか。いいですか。それでは、質疑なしと認めます。これで税務課所管を終わります。

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開します。 

次に、収納推進課所管を行います。議案の説明を求めます。宮崎課長。 

○収納推進課長（宮崎伸之君）

おはようございます。それでは収納推進課所管分の説明をいたします。同じく事項別

明細書の１６、１７ページでございますので、お開き願います。２款２項２目の７節賃

金でございます。育児休業等の代替職員賃金のうち１名分でございます。１０月２０日

から３月３１日までの１０８日分でございます。４４万８,０００円が収納推進課分と

なっております。以上で収納推進課分の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで収納推進課所管を終わります。ご苦労さまでした。 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて、委員会を開きます。 

次に財政課所管を行います。議案の説明を求めます。田中課長。 

○財政課長（田中一之君）

おはようございます。それでは、財政課所管分のご説明をいたします。議案書の５ペ

ージの方をお開きください。第２表地方債補正、臨時財政対策債、当初では４億９,０

００万円を計上しておりました。補正後、４億８,１４７万円、こちらは本年度の臨時

財政対策債の発行可能額、こちらが決定したことによる限度額の変更でございます。金

額的には８５３万円の減額となっております。続きまして、説明書の方の歳入ですね、

６ページ、７ページのほうをお開きください。こちら１８款１項１目繰越金７,９８８

万５,０００円の増額になっております。こちらは、今回の３号補正の財源調整として

計上をいたしてございます。続きまして、８ページ、９ページ、お開きください。２０

款１項４目臨時財政対策債、こちらは先ほど説明をいたしました臨時財政対策債の発行

可能額の決定による補正の計上になります。マイナスの８５３万円となっております。

以上が財政課所管の分になります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりました。これから質疑を行います。 



質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで、財政課所管を終わります。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

それでは、休憩を閉じて委員会審査を行います。 

次は住民福祉部こども政策課所管を行います。議案の説明を求めます。村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君）

皆さんこんにちは。こども政策課所管の今回の補正につきましては、予防接種法施行

令の一部改正に伴うものでございます。それでは、補正予算に関する説明書の２４ペー

ジ、２５ページをお開きください。４款１項２目１３節委託料の５５４万１,０００円、

予防接種委託料、この１件だけでございます。予防接種法施行令の一部改正によりまし

てＢ型肝炎が定期予防接種の対象疾病に追加となりました。対象年齢は１歳に至るまで

の間にあるもの、ただし、平成２８年４月１日以後に生まれたものに限るとなっており

まして、接種回数が３回、接種委託料の単価が今、６,８００円前後の予定でお話を進

めているところです。施行期日は本年の１０月１日となっております。 

以上が今回、こども政策課所管分で補正をお願いするものでございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりました。質疑を行います。安部委員。 

○委員（安部都委員）

Ｂ型肝炎の予防接種ということなんですけれども、大体何人ぐらいを予定としてされ

ているのか、お知らせください。 

○委員長（喜々津英世委員）

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君）

対象年齢がゼロ歳ということで４３０名前後になるかなと思うんですけれども、お１

人で３回接種が必要になってまいります。今年度中に接種をできる回数というのが、大

体８０５件ということで見積もりをさせていただいておりまして、単価に８０５件を掛

け合わせたものと接種賦課料の分を若干入れさせていただいて、あと金額が確定をして

おりませんので、約６,８６０円ということで試算をさせていただいております。 

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか、他にありませんか。いいですか。 

これで質疑を終わります。こども政策課所管を終わります。ご苦労さまでした。 

場内の時計で１３時から委員会を再開します。暫く休憩します。 

（休憩 １１時４３分～１２時５７分） 



○委員長（喜々津英世委員）

ちょっと時間が早いのですが、お揃いですので、休憩を閉じて委員会審査を再開いた

します。午後の１番は、健康保険部の介護保険課所管から行いたいと思います。 

議案の説明を求めます。辻田課長。 

○介護保険課長（辻田正行君）

それでは、補正予算第３号の介護保険課所管分について、事項別明細書によりご説明

させていただきます。事項別明細書の６ページ、７ページをお願いします。こちらの方、

歳入になりますが１３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金の３節老

人福祉費補助金、この中の地域介護・福祉空間整備等交付金、９２万７,０００円でご

ざいます。内容といたしましては、国の平成２７年度補正予算繰越分として介護従事者

負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業として、町内の１事業所が見守り支援とし

てのセンサー付きベッドの購入計画に係る申請を行っておりましたので、今回内示が国

からございましたので予算を計上いたしております。 

次に、歳出になります。歳出の２２、２３ページをお願いします。３款３項２目の介

護保険費ですけれども、こちらの２節、３節、４節については人件費になります。時間

外３節の職員等手当の時間外勤務手当２８７万になりますけれども、こちらの方の増額

の主な原因といたしまして、ねんりんピックに係る業務量の増により、２名体制で臨ん

でおりましたけども、７月から職員を１名増員して３名体制で開催に向け準備を行って

おります。また、大会開催当日に係る本部員として、予定より１０名ほど増員いたして

おりますので、その関係上、増員をお願いしているところでございます。次に１９節の

負担金、補助及び交付金の地域介護・福祉空間整備等補助金９２万７,０００円につい

てでございますが、これは先ほど歳入のところで同額を補助金で支出するものでござい

ます。次に、２３節償還金、利子及び割引料については、過年度の介護保険低所得者特

別対策事業費補助金の返還金として４万５,０００円を計上しております。これについ

ては、社会福祉法人等が生活困窮者に対する介護保険サービス利用者の負担額の減免を

実施した場合に、県が４分の３ということで補助するわけなんですけれども、２７年度

については実績がございませんでしたので、２７年度に歳入があった分を県に返還する

ものでございます。以上が介護所管分になります。よろしくお願いします。 

○委員長（喜々津英世委員）

それでは説明が終わりました。これから質疑を行います。まず６ページ、７ページ、

老人福祉補助金ですが、これは後で、歳出で出てまいりますので、そこで一緒にしてい

ただきたいと。次の２２、２３、３款３項２目、ここで何かありましたらどうぞ。いい

ですか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これで、介護保険課所管を終

わります。暫時休憩して、次に健康保険課を行います。暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）



それでは休憩を閉じて委員会を再開します。次に、健康保険課所管を行います。 

議案の説明を求めます。志田課長。 

○健康保険課長（志田純子君）

健康保健課所管について一般会計補正予算（第３号）に関する説明書によりご説明い

たします。６ページ、７ページをお開きください。１７款繰入金、１項特別会計繰入金、

２目後期高齢者医療特別会計繰入金、１節後期高齢者医療特別会計繰入金３万６,００

０円ですが、平成２７年度後期高齢者医療特別会計において、歳出歳入差し引き残高が

２０３万７,８８６円となり、平成２８年４月、５月に入った平成２７年度分の後期高

齢者医療保険料２００万３００円を差し引いた額３万７,０００円となり、既定予算１,

０００円がありますので、３万６,０００円を補正します。 

以上が今回の補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。いいですね。こ

れで質疑を終わります。健康保険課所管を終わります。暫く休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開いたします。これから建設産業部の都市計画課所管を行い

ます。議案の説明を求めます。松邨課長。 

○建設産業部理事兼都市計画課長（松邨清茂君）

皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。それでは、議案第４４号、平成２８

年度長与町一般会計補正予算３号、都市計画課所管分についてご説明いたします。予算

書の２ページをお開き願います。歳入の補正でございますが、１７款１項特別会計繰入

金の補正額９０２万１,０００円のうち、都市計画所管分は７５１万５,０００円の増額

でございます。続きまして歳出４ページをお開き願います。上段になります。８款５項

都市計画費の６３６万７,０００円の減額補正のうち、都市計画所管分につきましては、

７３６万７,０００円の減額分でございます。それでは、一般会計補正予算３号に関す

る説明書にてご説明申し上げます。６ページ、７ページをお開き願います。歳入でござ

います。１７款１項３目１節土地区画整理事業特別会計繰入金７５１万５,０００円の

増額で、これは高田南土地区画整理事業地内の保留地売買に伴うものでございます。次

に歳出でございます。２８ページ、２９ページをお開き願います。８款５項１目都市計

画総務費の９３８万６,０００円の減額補正につきましては、人事異動に伴うもので、

２節給料４９２万７,０００円。３節職員手当等２８３万２,０００円。４節共済費１６

２万７,０００円、それぞれを減額補正しております。その下、８款５項２目２８節繰

出金２０１万９,０００円の増額でございますが、これは人事異動に伴い特別会計での

人件費の予算不足が生じたため、その財源となる特別会計繰出金の増額補正を行うもの

でございます。 



以上で都市計画所管分の説明終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりました。これから質疑を行います。まず歳入、１７款１項３目、６、７

ページですね。ここで何かありませんか。また後で総括的に行きますので。次に歳出、

２８、２９、８款５項１目、２目、ここで何かありませんか。金子委員。 

○委員（金子恵委員）

すみません、今のところではないんですけど先ほどあの管理課の方から、８款１項、

この上の段の１９節の多良見線のことに関しては、都市計画課の方から少し説明がある

だろうというふうに聞いておりましたが、もしよかったら説明をお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（喜々津英世委員）

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開します。他にありませんか。いいですか。 

質疑なしと認めます。これで都市計画課所管を終わります。暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開します。教育委員会生涯学習課所管を行います。 

議案の説明を求めます。山口課長。 

○生涯学習課長（山口利弘君）

それでは、一般会計補正予算第３号の生涯学習課所管分につきましてご説明いたしま

す。一般会計補正予算第３号に関する説明書の２４、２５ページをお開きください。５

款１項２目働く婦人の家管理費でございます。１１節需用費の修繕料でございますが、

８万７,０００円を要求させていただいております。これは２階の天窓、トップライト

のシーリングより雨漏りをしているため、シーリングの打ち替えによる補修をお願いす

るものでございます。次に２６、２７ページをお開きください。６款１項６目多目的研

修集会施設管理費でございます。１１節需要費の修繕料でございますが、８万７,００

０円を要求させていただいております。これは建物の基礎がそのまま廊下となっている

ことから結露がひどく、事故防止のため１階の障害用トイレの換気扇を改修するもので

ございます。次に３０、３１ページをお開きください。１０款６項１目社会教育総務費

でございます。２節給料で４４０万３,０００円を、３節職員手当等で１０７万８,００

０円を、それから、次のページをお開きください。４節共済費で９８万円を要求させて

いただいております。これは４月の人事異動に伴う増額をお願いするものでございます。

次に２目公民館費でございます。１１節需用費の修繕料でございますが、４９万７,０

００円を要求させていただいております。これは上長与体育館のひさし部分が一部落下



しており、その隣の部分も落下の恐れがあるため、補修をお願いするものでございます。

次に３目図書館費でございます。１５節工事請負費の図書館整備工事費でございますが、

１８３万８,０００円を要求させていただいております。これは３階の天井部分の３カ

所から漏水しており、屋上のウレタン塗装工事により補修をお願いするものでございま

す。次に９目文化施設管理費でございます。１５節工事請負費の町民文化ホール改修工

事費でございますが、１４５万８,０００円を要求させていただいております。これは

外部階段に亀裂が入り、コンクリートか剥離してしまっているため、鉄筋組み立てによ

る補強工事及びシーリングやポリマーセメントモルタル補てん等により、コンクリート

の破断部分の補修工事を行うものでございます。次に１０款７項１目保健体育総務費で

ございます。２節給料でマイナスの４９１万９，０００円を、３節職員手当等でマイナ

スの２７９万円を、４節共済費でマイナス１７３万８，０００円を要求させていただい

ております。これは４月の機構改革に伴い減額をするものでございます。次に２目体育

施設管理費でございます。１１節需用費の修繕料でございますが、９４万３，０００円

を要求させていただいております。これはフェンス広場の水銀灯が不良により１灯が点

灯できなくなり４灯が暗くなっているため、水銀灯の取り替えを行うものでございます。 

以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。生涯学習課は歳出だけです。２

４、２５ページ、ここでありませんか。働く婦人の家です。次に２６、２７、多目的研

修集会施設管理費ですね。いいですか。次に３２、３３、ここではありませんか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

記憶間違いだったら申し訳ないんですけど、この図書館整備工事費に関してですが、

これと同じ工事が５年ぐらい前になかったですかね、雨漏りということで。もしそうで、

ちょっと分からないんですけど、今後まだその繰り返し行われるその工事っていうのが、

考えられるかどうかですよね。その新しい図書館ができるまでにかなりの工事費が掛か

るのではないかと思うんですが。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口課長。 

○生涯学習課長（山口利弘君）

申し訳ありません、５年前の工事の件についてはですね、ちょっと資料持ってないん

ですけども、今後のこういった修理また改修工事につきましては、今年度、長与町公共

施設総合管理計画を来年の２月までに策定するようにいたしております。ですから、そ

の計画に基づいてですね、順次重要性のあるものから改修工事が行われるものと考えて

おります。 



○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

同じく図書館の件ですけれども、雨漏りがするということで、ウレタン塗装工事を実

施するという説明ですが、このウレタン塗装工事というのは、この図書館の屋上部分を

ウレタン塗装をするというふうに理解してよろしいですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口課長。 

○生涯学習課長（山口利弘君）

３階から雨漏りをしてるということで、その原因が上のですね、屋上の部分というこ

とでございますので、ウレタン塗装により防水工事を行う予定にしております。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

町内の各施設、それから町外でもそうなんですが、いろんな施設で雨漏りしてる場合

にですね、そういう防水雨漏り工事をやっても、必ずしもそれで雨漏りが止まらないと

いうケース、多々我々もこういう議会の中でお聞きするんですが、今回この工事をして、

確実に例えばここから漏れている、そしてここをウレタン塗装で塞いで。これだけ費用

を掛けて、確実にこの雨漏りが止まるのかどうか、このあたりは業者さんとの話し合い

の結果といいますかね、実情どのような感触なのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口課長。 

○生涯学習課長（山口利弘君）

一応３階の天井の裏の方から漏水をしておったためですね、業者の方に見てもらいま

して、その対応としては屋上のですね、ウレタン塗装による防水工事が適切であろうと

いうことでお願いをしているところでございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

帯田次長。 

○教育次長（帯田由寿君）

現実問題といたしまして、防水工事をする際、どこから漏れてるかっていうのは実際

分からないような状態です。今まで基本的にシート防水がほとんどだったんですけども、

それもシートが剥げたりという劣化したりという形で、どこから漏れてきてるかちょっ

と分からない部分が多かったもんですから、今回は２７６.８８平米、全面的に吹き着

けてどこからも漏れないような形で、対応しようということで。後々はですね、業者さ

んとの瑕疵担保関係がやはり発生しますので、もしそれで工事で漏れるようなことがあ

れば、また業者さんの方にお願いして、再度調査して、その瑕疵の期間中は防水工事を



していただくという形で対応していきたいと思っております。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

せっかくなので、その瑕疵担保の責任の期間といいますか、これは今回どの程度見込

んでいるのか、分かればお伺いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

帯田次長。 

○教育次長（帯田由寿君）

通常ですね、３年ぐらいだと思っておるんですけども、まだその業者が決まってませ

んし、それによってお話し合いで決まると思いますけども、例といたしまして洗切小学

校の体育館は１０年っていう形で、瑕疵担保の契約をさせていただいているところでご

ざいます。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。３２、３３、１０款７項１目、２目ですね。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

町民文化ホールの改修工事費ですけれども、まず場所について伺いますけれども、階

段ということでしたが、これは文化ホール横から平和の広場に上っていくところの階段

のことなのか、また別の場所なのか、どこのことでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口課長。 

○生涯学習課長（山口利弘君）

文化ホールのですね、２階に上って階段のことでございます。事務所横にあります両

方から上って階段のことでございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

はい、他にありませんか。安部委員。 

○委員（安部都委員）

体育施設の水銀灯の取り替えでありますけれども、これは幾つぐらい取り替えをされ

る予定でしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口課長。 

○生涯学習課長（山口利弘君）

５灯を取り替える予定にしております。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。５灯取り替えですね。他にありませんか。いいですか。 



はい、質疑なしと認めます。これで生涯学習課所管を終わります。ご苦労様でした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて再開します。場内の時計で１３時５０分まで休憩します。 

（休憩 １３時４０分～１３時４５分） 

○委員長（喜々津英世委員）

それでは、休憩を閉じて委員会を再開します。 

これから、２８年度の一般会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。 

まず総務部の秘書広報課所管から行いたいと思います。 

議案の説明を求めます。青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君）

平成２７年度一般会計決算書の事項別明細書について説明させていただきます。４月

の機構改革により、政策推進課から秘書広報課に課名の変更をしておりますので、政策

推進課分の説明になります。また、機構改革に伴いまして、結婚推進事業等は政策企画

課へ、長与シーサイドマルシェや地域振興に係る事業は産業振興課へ所管変えをしてお

りますので、時間外勤務手当以外の昨年度決算につきましては、今年度からの所管課で

説明をするようにしております。事項別明細書の４２、４３ページをお願いします。歳

入になります。１９款諸収入、５項雑入、１目雑入でございます。収入済額１億９８５

万８,６７８円のうち、８８万８,８０９円が秘書広報課所管分になります。４４、４５

ページをお願いいたします。１節雑入の１行目。キャラクターグッズ販売料２６万３,

８０９円になります。これはミックングッズの販売料とラインスタンプの売上料になっ

ております。下から１３行目の広告掲載料はホームページバナー広告料になります。１

枠単価が月８,０００円で９事業所に掲載をいただいており、収入済額６２万４,０００

円になっております。５行下がっていただいて、町勢要覧等売払収入が１,０００円と

なっております。以上が歳入の説明になります。 

続きまして歳出になります。５０、５１ページをお願いします。秘書広報課所管分の

支出済額は２節給料から４節共済費までの人件費を除いて１,６１１万１,３７４円にな

ります。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費をお願いします。２節給料から

４節共済費には、理事者２名と総務部長以下職員７名分が含まれております。３節職員

手当等につきましては４行目、時間外勤務手当８２７万５,８１３円のうち、職員５名

分と長与シーサイドマルシェ等のイベント時に協力いただいた職員２２名分を合わせて、

１９３万５６５円が秘書広報課に係る時間外勤務手当になっております。５２、５３ペ

ージをお願いします。９節旅費、普通旅費２２２万７,９８０円のうち１８５万２,８９

０円が秘書広報課所管分になります。１節公債費、町長交際費２３１万６,５７５円は

全額秘書広報課分になっており、昨年度より１７万５,７１１円の増となっております。



１１節需用費をお願いします。消耗品費５９８万７,５９０円のうち９７万２,２３９円、

食糧費２１万５,１４１円のうち３万８,９２３円、印刷製本費６４万５,４０８円のう

ち５万４,６４８円が秘書広報課所管分になっております。１２節役務費をお願いしま

す。郵便料１,４９１万２,７６１円のうち１万５,６００円、クリーニング料３万８,６

６４円のうち１万７,９２８円、通信運搬費１０万４,０３９円のうち３,８２０円、現

地案内料１万８,５００円が秘書広報課所管分になります。これは町長が中国駐長崎総

領事館開設３０周年記念で県知事らと訪中した際の現地添乗員経費になっております。

１３節委託料をお願いします。５行目、秘書業務委託料は、秘書業務委託に１３０万９,

５８１円、公用車運転点検業務委託に１１０万５,１６４円が支出済額になっておりま

す。５行下がっていただいて、イメージキャラクター商品等製作委託料３２万５,６２

０円のうち１２万９,６００円が秘書広報課所管分になっており、ミックンのラインス

タンプデザイン制作委託になっております。１４節使用料及び賃借料をお願いします。

自動車借上料３４万１,４６０円のうち２５万４,２９０円、有料道路等使用料１７万１,

８１０円のうち１３万３,６５０円、入場料は全国高等学校ラグビーフットボール大会

の入場料４,０００円が秘書広報課分になっております。５４、５５ページをお願いし

ます。２目文書広報費は全額秘書広報課所管分になります。８節報償費の記念品代は広

報１月号に掲載しておりますお年玉クイズの正解者記念品代３０名分になっております。

９節旅費は毎月広報の構成を印刷会社で行っておりますので、それに伴うものが主なも

のになっております。１１節需用費をお願いします。２行目印刷製本費は広報ながよの

印刷料になっており、毎月１万４,５００部を作成しております。１３節委託料、ホー

ムページ保守更新委託料は町のホームページ保守更新が１６２万、国体実行委員会ホー

ムページの保守委託が６万４,８００円になっております。最後になりますが１９節負

担金、補助及び交付金は、日本広報協会への会費１万５,０００円となっております。

主要な施策の成果につきましては、今年度からの機構改革により、結婚相談事業が政策

企画課所管になっておりますので秘書広報課所管分はございません。 

以上が秘書広報課所管分になっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりました。機構改革でですね、非常に審査がしにくい気がいたしますけれ

ども、１つは今説明がありましたので、これから質疑を行いたいと思います。 

まず４２、雑入の中で、明細は４４、４５に出てまいります。ここで質疑はありませ

んか。中村委員。 

○委員（中村美穂委員）

キャラクターグッズ販売料の中で説明がこのミックンのグッズとそれからラインのス

タンプというふうに伺ったんですが、ラインのスタンプは昨年度に作られたんですよね。

金額というのは、ラインのスタンプは少ないのかなと思うんですけども、内訳が分かれ

ば教えてください。 



○委員長（喜々津英世委員）

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君）

ラインスタンプの２７年度の販売数は２９５です。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。４４、４５ページ。次に歳出行きます。５０、５１

ページ、２款１項１目関係ですね。ここはいいですか。また後で総括的にいきますけれ

ども、次に行きます。５２、５３。５２、５３でありませんか。じゃ次行きます。５４、

５５の中のこの２目。これは全部秘書広報課所管ということであります。いいですか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

昨年、この広報のページ単価っていうのが、１ページ９２銭、０.９２円ということ

でしたが、今年も同額でしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君）

今年というか、昨年度決算、０.９２円同額です。以上です。２７年度分ですね。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。それでは一応全て終わりましたが、総括的に何かありましたらどうぞ。

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

時間外勤務手当っていう関連でお尋ねしたいんですが、秘書広報という仕事の関係上

ですよ、一般の職員さんと比べて土曜、祝日、日曜日に仕事があるというイベント等々

での取材とか、いろいろその辺が多いというふうな気がするんですが、それできちっと

他の部課と同じような感じで代休などがきちっと取れるような健康管理についての、こ

の秘書広報課としての考え方というか、また実態としてそのような健康管理がきちっと

なされるような体制になってるのか、このあたりはいかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

青田課長。 

○秘書広報課長（青田浩二君）

代休の方なんですけれども、以前、広報担当というのが１名で全部のイベント毎に１

名の方が出てたんですけれども、今担当が２名おりまして昨日あった町民ソフトボール

とか町民体育祭とか、大きなイベントには２人とも出てもらってるんですけれども、今

その１つの行事に交代交代で出てもらってるんで、以前より大分負担は減ってるかと思

っております。それと代休についても今のところ適正にとれている状況であります。 

以上です。 



○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。いいですか。では、質疑なしと認めます。これで秘書広報課所管

を終わります。暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開します。これから、総務課所管の審査を行います。 

議案の説明を求めます。山本課長。 

○総務課長（山本昭彦君）

お疲れさまです。それでは、平成２７年度長与町一般会計決算書について、歳入の方

からご説明をさせていただきます。歳入歳出決算事項別明細書、２６ページ、２７ペー

ジをお開き願います。１３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金でご

ざいます。１節総務管理費補助金の社会保障・税番号システム改修費補助金１,７３５

万８,０００円は、社会保障・税番号制度に伴うシステム改修費及び中間サーバー・プ

ラットフォーム負担金に対する補助金でございます。次に３節選挙費補助金こちらの選

挙権年齢が１８歳以上に引き下げられたことによる選挙人名簿登録システムの改修に伴

う補助金３６万７,０００円でございます。２分の１国庫補助となっております。歳出

の方につきましては情報管理課の電算システム運用開発委託料の一部と、選挙管理委員

会の選挙人名簿システム改修業務委託料の中で執行いたしております。次に３２ページ、

３３ページでございます。１４款県支出金、３項委託金、１目総務費委託金、１節総務

管理費委託金の人権啓発活動地方委託事業委託金４４万４,０００円、こちらが総務課

所管でございます。総務課におきまして、人権の花運動の経費、それと生涯学習課にお

きます人権作文、標語集等の制作費として支出をいたしております。次に４節選挙費委

託金、こちら平成２７年４月１２日に施行されました長崎県議会議員一般選挙事務委託

金でございます。次に４４ページから４７ページにかけての雑入でございます。４４ペ

ージ、４５ページ、１９款諸収入、５項雑入、１目雑入、１節雑入、こちら下から１６

行目研修助成金収入、こちらと４６ページから４７ページにあります上から２つ目、公

文書開示費用負担金６７５円が総務課所管にございます。次のページですね。研修助成

金は２７年度中に実施した研修に対し長崎県市町村振興協議会より一部補てんでござい

ます。２０款町債、１項町債、６目総務費、１節総務管理事業債、こちら１,７６０万

円は地方公共団体情報セキュリティー強化対策充当起債になります。以上が歳入の内容

でございます。 

続きまして歳出でございます。５０ページから５５ページをお開き願います。まず５

０ページ５１ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございます。そ

の中から総務課所管分をご説明させていただきます。１節報酬、こちら行政改革推進委

員会委員４人分２万８,４００円。情報公開・個人情報保護審査会委員４人分４万９０

０円。表彰審議会専門委員会委員５人分３万５,０００円。それぞれ会議を１回開催し



ております。危機管理専門員報酬として３００万円となっております。２節から４節ま

での人件費分につきましては、総務課、政策推進課、管財課分を計上しております他、

町長、副町長分もここで計上しております。２７年度の２節から４節までの決算額合計

が２億５,１１０万１,０５５円となっております。次、５２ページ、５３ページをお開

き願います。７節賃金、こちら交通災害共済事務に係るパート賃金でございます。８節

報償費は全て総務課分でございます。その中で自治功労者表彰分が増額となっておりま

す。退職議員３名、退職職員１４名と多くありましたので、こちらの方増額となってお

ります。平和事業謝礼は平和のつどいに出演をお願いいたしました長与少年少女合唱団

に対する謝礼でございます。９節旅費ですが、普通旅費のうち１１万４,２３０円と研

修旅費、費用弁償の１万４,０００円分が総務課所管分でございます。１３節委託料、

こちら被爆７０年記念事業での被爆遺構看板の作製委託に１１万６,６４０円、行政不

服審査法施行に伴う例規整備支援業務委託料として８６万４,０００円、個人情報関係

などの機密文書の処理委託料に１６万６,５９０円が２７年度増えております。５２ペ

ージ、５３ページの１４節使用料及び賃借料、１９節負担金、補助金及び交付金、こち

らの方前年度とほぼ同額でございます。次のページの５４ページ、５５ページになりま

す備品購入費、こちらの方、公印の作り替えによるものでございます。続きまして、５

８ページ、５９ページお願いいたします。５目財産管理費、１３節の委託料の中で庁舎

警備委託料が総務課所管でございます。こちらシルバー人材センターに委託して庁舎の

夜間及び土日祝祭日の警備を行っているものでございます。６４ページ、６５ページを

お開きください。２款総務費、１項総務管理費、９目の電子計算費でございます。予算

現額が２億２,１１９万５,０００円、支出済額１億９,２６２万１,７４４円、翌年度繰

越額が２,６０８万７,０００円でございます。まず２節の給料、３節の職員手当及び４

節共済費につきましては情報管理課職員４人分の人件費でございます。９節旅費２万４,

８９０円は、主に長崎市内など開かれました会議、あと他市町との事務協議の普通旅費

でございます。次に１１節需要費の１６５万８,１１１円、こちら消耗品につきまして

は電算機器に関する経常的な経費でございます。主なものといたしましては、新基幹シ

ステム用のパソコン用トナー２７万３,４７７円、認証カードに掛かる経費が２４万６,

７８０円となっております。修繕料につきましては、無停電電源装置バッテリー交換、

あとパソコンの修理代の分でございます。次に１２節役務費でございますが、こちら町

が取得しておりますインターネット接続のためのドメイン管理手数料とＬＧＷＡＮ総合

行政ネットワークの接続するための回線使用料になっております。次のデータセンター

サービス利用型基幹システム利用料でございますが、こちらへの平成２７年１月から稼

働しました新基幹システムの利用料でございます。次に１３節委託料５,２５３万９,８

９４円、こちら備考欄の１番上にあります電算システム運用開発委託料５,１６４万４,

５２０円がそのほとんどを占めております。この主なものといたしましては、システム

の運用管理委託システムの開発改修を委託しておりまして、システムの運用管理に対応



しているところでございます。システムの開発改修委託につきましては、社会保障・税

番号制度対応業務、それと社会保障・税番号制度に向けたシステムの改修。こちら総務

省管轄分が１,５１８万４,８００円。厚生労働省管轄分１,７９０万１,０００円、そし

て保育料支弁報告サブシステム導入委託、それと保育業務の各種集計報告等に係るサブ

システムの導入経費５４万円。それと先ほど申しました選挙に係る名簿登録制度改正に

伴う選挙人名簿システムの改修に３２万４,０００円を支払っております。またその他

の委託料といたしましては、裁断機と圧着機の機器の保守委託、町字町名等の最新デー

タを提供してもらう町字名マスターの保守委託、インターネット上の様々な情報サービ

スを提供してもらうホスティング委託をそれぞれ行っているところでございます。次に

１４節使用料及び賃借料につきましては、電子計算機及び周辺機器等リース料として４,

４５０万１,５７１円を支出しております。その内訳といたしましては、自動交付機及

び住基ネットシステム関連機器リース、こちらが１,５２６万２,４８２円、電算室無停

電電源装置、空調機更新業務、こちら１４０万７,４５６円、ＬＧＷＡＮリース料、こ

ちら３万２,４００円、それと一般事務用パソコン機器のリースといたしまして２,７７

９万９,２３３円となっております。次に１８節備品購入費でございますが、こちらパ

ーソナルコンピュータ、業務用の端末で２２７万３,４００円が主なものとなっており

ます。１９節負担金、補助及び交付金につきましては、各種団体に加入するための会費

の分と、次の６６ページ、６７ページにあります社会保障・税番号制度中間サーバー・

プラットフォーム負担金が、こちら５５８万６,０００円となっております。次に７６

ページから７７ページになります。２款総務費、４項選挙費、１目選挙管理委員会費は

選挙管理委員会が通常行う事務に対して必要な経費でございます。前年度比較で６６万

円ほど増額してございます。こちら選挙年齢が１８歳以上に引き下げられたことによる、

選挙人名簿システムの改修による増額が主なものでございます。次の７８ページから７

９ページ、２目選挙常時啓発費、こちら選管と長与町明るい選挙推進協議会の合同会議

を２回開催しております。その時の報酬、費用弁償分が増額になっている他は、前年度

とほぼ同額でございます。３目長崎県議会議員一般選挙費、こちら平成２７年４月１２

日投票の選挙に要した経費でございます。次の８０ページ、８１ページ、４目長与町議

会議員一般選挙費、こちら平成２７年４月２６日の選挙に要した経費でございます。５

目の長与町長選挙費、こちら平成２８年の４月２４日の選挙に掛かるもので２７年度中

に必要とされた経費でございます。以上、事項別明細書につきましては以上でございま

す。なお、主要な施策の成果に関する報告書の１２、１３ページに情報管理室分の成果

について掲載をしております。基幹システムをデータセンターへ移行して効率的な運用

を図ったものを一つ、電算システム運用開発業務として、各業務システムの改修、その

他システムの設定業務委託により、迅速で的確な業務対応を行ったものをそれぞれ掲載

しております。以上が総務課所管分でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）



説明が終わりました。これから質疑を行います。まず歳入からいきます。２６、２７

ページをお開きください。１３款２項１目、ここで何かありませんか。いいですか。ま

た後で総括的にやりたいと思います。次に行きます。３２、３３、１４款３項１目人権

啓発活動の委託金と県議会議員選挙の事務委託金ですね。いいですか。次に、４４、４

５、下から研修費助成金、それから次のページの上から２番目、公文書開示費用負担金、

これが総務だったと思います。いいですか。次に歳出に入ります。いろいろ分かれてま

すけれども、５０、５１ページで何かありませんか。次に５２、５３、このページもい

ろいろ分かれております。ここでありませんか。なければ次行きます。５４、５５。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

５５ページの備品購入費でこの一般備品購入費っていうのが、公印の作り替えってい

うようなご説明だったと思うんですが、公印、いわゆる印鑑がそんなに作り替える必要

があるものなのか、そのあたりの詳しい理由というのはどういったことなのか、よろし

いでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

山本課長。 

○総務課長（山本昭彦君）

公印におきましては結構頻繁に使うもんで、磨耗してまいります。角角磨耗とかです

ね、あと、こちらその磨耗にも耐えられるように、今度チタン製のものに変えて作り替

えを行っておるものでございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。はい、いいですよ、 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

すいません、４７ページのところで公文書開示費用負担金というのがありますが、こ

れは情報公開の請求でご本人さんが負担する分と理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

中村課長補佐。 

○課長補佐（中村元則君）

委員ご指摘のとおりです。内訳につきましては、個人情報の開示請求が５件、情報公

開の請求が９件となっております。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

因みに個人情報は結構ですけども、情報公開請求があった９件というのは、例えばと

いうか、この９件の諸内訳をですね、話せる範囲で結構ですがどういったことについて



の公開請求だったのかを、よろしいでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

中村課長補佐。 

○課長補佐（中村元則君）

情報公開の９件の内訳を申します。まず職員の内線番号ですね、こちらが２件。それ

から自治会長名簿が４件、それから行政情報が２件ですね、それから行事予定が１件と

なります。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。５４、５５ページ、次に５８、５９、いいですか。では次、６０、

６１、いいですか。じゃ、次飛びます。情報管理、６４、６５、６７までの１番上まで

ですね、電子計算費。これも、この情報管理室の絡みがありますので、いいですか。６

７ページの１番頭までですね。７６、７７、７８、７９、これは選挙関係です。８０、

８１の町長選挙までですね。一括して何かありましたらどうぞ。山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員）

６５ページ、１８節の一般備品購入費でこれ多分パソコンだと思いますけども、普通

リースで借りてるようですが、これはなぜ購入されたのか。 

○委員長（喜々津英世委員）

江頭参事。 

○情報管理室長（江頭幹夫君）

委員のご指摘どおりパソコンの購入もあります。これは新規採用の職員用のパソコン

ということで、契約がちょっと間に合わなかったせいがありましたので、購入をいたし

ております。 

○委員長（喜々津英世委員）

はい、他にありませんか。もう選挙まで行きましたので、これから歳入歳出合わせて

総括的に何か質疑がありましたらどうぞ。いいですか。主要な施策の成果に関する報告

書等も交えて何か総合的にありましたらどうぞ。はい、では質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。総務課所管をこれで終わります。ご苦労さまでした。暫時

休憩します。場内の時計で１４時５０分まで休憩します。 

（休憩 １４時４０分～１４時５０分） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開します。これから契約管財課所管の審査を行います。 

議案の説明を求めます。井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

それでは、契約管財課所管の長与町一般会計歳入歳出決算事項別明細の説明を、管財

課所管につきまして説明をさせていただきます。まず、歳入総額につきましては２,１

４６万８,３２２円。歳出総額が人件費を含みまして１億６４８万７,３９４円でござい



ます。それではまず歳入の方から説明をさせていただきます。２０ページ、２１ページ

をお開きください。１２款１項１目１節、管財使用料収入済額３,５００円でございま

す。これは、長与駅コミュニティホールの使用料でございます。次に２４、２５ページ

をお開きください。１２款２項１目７節登記手数料は存目で１,０００円上げておりま

したが、収入はありませんでした。続きまして３２、３３ページをお開きください。１

４款３項１目１節総務管理費委託金、これは市町村権限移譲交付金でございます。５万

３,０００円の収入がありました。続きまして３４、３５ページをお開きください。１

５款１項１目１節土地貸付収入１３１万５,４７５円収入がありました。これは長与交

番の駐車場や斉藤郷西側埋立のシルバー人材センター作業所、他に現場事務所などの土

地貸付収入になります。３６、３７ページをお開きください。１５款２項１目１節不動

産売払収入は１,６５６万６,４８０円ありました。これは吉無田郷南交流センターの下

の町有地売却によるもので、７８８.８８平米を売払い収入があっております。続きま

して３８、３９ページをお開きください。１７款１項１目１節、駐車場事業特別会計繰

入金１０７万７,０００円は、平成２６年度からの繰入金でございます。続きまして４

４、４５ページをお開きください。１９款５項１目１節、雑入でございます。契約管財

課所管分総額２４５万２,８６７円となります。内訳は、上から２番目、現金自動預入

支払機設置使用料７２万円。これは前年度と同額でございます。次に上から７番目、清

涼飲料水自動販売機設置使用料、これにつきましては契約管財課所管分が４台分で、３

４８万２,８４８円のうち７２万１８９円の収入になります。そこの段より９行下にあ

ります庁舎電話使用料は１万１,２０５円の収入がありました。その１つ下の庁舎コピ

ー使用料、これは２６万１,８２８円の収入がございました。続きまして、そこから８

行下ですね。車庫棟事務室使用料２４万円。それからまた３つ下でございますが、電柱

等設置使用料４万８,２３７円のうち、契約管財課分は１万８,５９５円の収入となりま

す。それから１２行下でございますが、境界立会他証明書等交付手数料１万２,０００

円の内、２件の６００円が契約管財課分でございます。そこから更に５行下でございま

す。町村有自動車損害共済金でございますが、８件で４８万４５０円となります。以上

が契約管財課所管一般会計の歳入の決算でございます。 

続きまして５０ページ、５１ページをお開きください。歳出でございますが、２款１

項１目２節給料ですが、契約管財課分は４名分で１,４５４万６,７４８円。３節職員手

当等が７８７万２,６５６円。４節共済費が４３２万４,４３１円で、契約管財課人件費

合計２,６７４万３,８３５円でございます。次に５６、５７ページをお開きください。

２款１項５目財産管理費でございますが、１節報酬２万１,４００円、これは財産評価

委員会を１回開催して支出したものでございます。９節旅費でございますが、４万４９

０円。１１節需要費は３,３７４万４,２３４円で、前年度と比較しまして１１％ほど減

少しております。次に５８、５９ページをお開きください。１２節役務費は５８０万１,

６６８円で、前年度比４.８％の減となっております。１３節委託料でございます。庁



舎警備委託料を除いた分が契約管財課所管で２,５６５万２,６４６円になります。前年

度比４.７％の減でございますが、これは公共用地雑草刈払い委託料が少し減少したの

が主な原因となります。次に１４節使用料及び賃借料９１６万８,０９３円は、対前年

度比約６％増加となっておりますが、これは印刷機を新しく更新したことにより増加し

たのが主な原因となります。１５節工事請負費につきましては、庁舎施設整備改良工事

として、庁舎内看板、課名プレートの取替工事１８４万５,１８０円でございますが、

その工事と他７件の工事を行っております。また普通財産整備工事費では、青葉台団地

北公園町有地法面保護工事を７５万６,０００円で行っており、他２件の工事を行って

おります。工事請負費合計額４５４万８,９６０円支出をいたしております。１８節備

品購入費につきましては、片袖机や椅子、入札箱、トランシーバー等を購入いたしまし

た。２７節公債費でございますが、これは普通一般自動車重量税２台分でございます。 

以上が契約管財課所管の平成２７年度一般会計の歳出の決算でございます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりました。これから質疑を行います。まず歳入の部、２０、２１ページ、

ここで何かありませんか。中村委員。 

○委員（中村美穂委員）

長与駅コミュニティホールの使用料のところですけれども、何件年間であったのかお

知らせください。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

この３,５００円の内訳につきましては、２件で３,５００円となっており、空調使用

料の分でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。いいですか。最終的にまた歳入歳出合わせて総括的な質疑をとり

ますので、またその際に何かありましたらお願いします。次に２２、２３、いいですか。

２４、２５、１２款２項１目関係ですね。登記手数料関係。何かありませんか。他にあ

りませんか。いいですか。次に３４、３５。３２、３３、これも３項１目市町村権限移

譲５万３,０００円だけですね。いいですか。次、３４、３５の財産貸付収入、これい

いですか。それから、２項１目の不動産売払収入。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

この１,６５６万６,４８０円の売払収入ですね、これはこれでいいとして、先ほどの

登記手数料ですね。前はですよ、売払った場合は町で職権でやっていたんですけども、

そうすると町が登記手数料は出すような形だったんですが、今これはどうなっているん



ですか。もう相手方にさせておるという意味でいいんですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

この件につきましては、町の方で嘱託登記を行いました。 

○委員長（喜々津英世委員）

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

そうすると、その登記費用は歳出で出てくるわけですか。無料で、嘱託だから印紙か

れこれが要るんじゃないですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

嘱託登記でございますので、無料で登記ができるということになります。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。次に３８、３９、１７款１項１目駐車場関係ですね。これは繰入

金ですので。次が４２、４３、雑入関係ですね。４４、４５が次です。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

４５ページの下から５行目のところの町村有自動車損害共済金の８件４８万とあった

んですけれども、ちょっとこの共済金の説明をもう少し詳しくいただけませんか。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

この損害金の件につきましては、公用車の接触事故とかがありました時にその修繕費

用ですね、保険金、修繕を見積もりいたしまして、保険金を請求して歳入で受け入れる

というものでございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

いわゆる普通の方が入る自動車保険、任意保険の性質のものだと思うんですけれども、

この契約自体がいわゆる車との接触、あるいは物損の、物との接触、どういったのに対

応しているのか、もちろん人の場合はですね、また別の保険がありますので、その物と

の接触、車との接触とかその契約内容についてちょっと教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

共済金を受領した理由、何なのかということです。井川課長。 



○契約管財課長（井川勝信君）

この８件につきましては、物損、対物と言いますか、車両の修繕費ということで頂い

たものでございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

ちょっと若干この件とは外れるんですけれども、許可を頂ければ質問したいんですけ

れども、免許の確認といいますか、いわゆる職員が自動車を運転する際に、そういった

確認等をまず行っているのかということをちょっと。許可を得られればですね。免許証

の確認を当然、自動車損害保険の条項の中には無免許だったら多分出ないと思うんで、

そこのとこ、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

契約管財課においては免許証の提出等は行っておりませんが、保険金の請求をする時

には事故を起こした人の免許証のコピーとかを提出義務がありますので、提出をいたし

ております。 

○委員長（喜々津英世委員）

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

契約管財課に聞けるのはここまでかなと思うんですけれども、総務部長さんもいらっ

しゃいますので、どうなんですかね、職員の免許を確認は、これ必要なことじゃないの

かな。例えば県職員の場合ですね、通勤手当を受けるので免許証の提出が必要なんです

ね。免許証のコピーの提出、あるいは任意保険の写しの提出。で、当然出張する際も自

家用車を使用する場合には、そういったのが必要ですので、よくありますよね、免許証

が切れたまま公用車に乗った消防士さんがいらっしゃったり、他県でも事例があってる

んですけれども、やはりそろそろ本町でもですね、当初免許証を持ってても取り消しに

なるケースもありますので、やはりこれ定期的に大変でしょうけども、コピーなり写し

を提出してもらって、きちっと確認をして免許を所持していることを把握した上で公用

車を運転させるというそういった手続きが今後、検討するべきでないかと思うんですけ

ど。 

○委員長（喜々津英世委員）

荒木部長。 

○総務部長（荒木重臣君）

一時期ですね、不正が新聞等で問題になった時に全職員対象にやったことあるんです

けど、今現在、新規職員、そういった方に出してしてもらってるか私把握してないんで



すけど、確かに委員さんがおっしゃるとおり必要なことですので、もしやってないとし

たら今後はもうきちっと徹底していこうと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

今のこの共済金に関わることなんですけども、この８件事故があったという、逆に言

えばですね。その為に共済金が戻ってきたという意味ですよね。そうしますと当然その

事故があっておれば、例えば警察の事故証明で４・６とか６・４とかですね、そういう

形であるいは１００％はないかもしれませんけども、その場合があるわけですね。それ

でその、町の方にその瑕疵がないからこの４０何万が戻ってきたと、８件でですね。そ

う理解をすると、当然その補修とか修理とかをする場合に、その修繕費が当然いるわけ

ですね、そのあたり説明がなかったんですが、その車を放っておいたのか、あるいはそ

の、そうした共済金が入ったからですね、入る入らないに関わらずまた修理をしなくて

いけないということで歳出で出てくるはずなんですけども、そのあたりはどうなんです

かね。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

まず、今回の８件の分につきましては、自損の分になるわけでございまして、まず接

触等、壁とかにですね、接触等しまして、見積もりを頂きまして先に修繕をいたします。

それから請求いたしまして、その分が保険金が入ってくるという流れとなっております。 

○委員長（喜々津英世委員）

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

そうしますと、同じこの財産ですから、当然修理をしますよね、今言われたように。

その修繕費っていうのはどこで出てきておるんですか、歳出か何かでは。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

１１節需用費の中の修繕料です。 

○委員長（喜々津英世委員）

分かりましたか。５３ページ、１１節需用費。岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

分かりましたが３０数万というのは、８件分全部という意味で捉えていいんですかね。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 



○契約管財課長（井川勝信君）

８件分、そのとおりでございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

中尾課長補佐。 

○課長補佐（中尾盛雄君）

付け加えさせていただきます。歳入の方でいくと確かに町村共済金４０数万ですが、

修繕料としては全体で２７年度決算額で５百数十万上がっております。この中の一部と

いうことになります。車両に関しても、保険対象内の修繕で直す部分と、もう対象外、

もう自分でしたすり傷とかですね、保険対象外の分もありますので、どうしてもそこの

差異は出てくるかと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

もう一度、その食い違うような説明でしたのでね。４５ページの町村有自動車損害共

済金４８万４５０円の、これに関する修理費がどこに計上されて幾らかという質疑だっ

たろうと思う。それに対する答弁をもう一度お願いします。井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

ご説明いたします。先ほどの雑入の町村有自動車損害金でございますが、４８万４５

０円の歳入があっておりますが、修繕をしたものにつきましては、５６、５７ページで、

１１節需用費のうち修繕料５０５万２,３４６円ございますが、この中の一部でござい

ます。 

○委員長（喜々津英世委員）

今の件ですね、岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

あのですね、２７年度で何件ね、ごめんなさい、その総数のその公用車の台数はです

ね、何件あるのかね。それと１年間に事故が何件起きたのかですね、８件だけなのか。

そのあたりを教えていただけませんか。そして、そのうちの５百、実際の先ほど言われ

た、この収入に関わるものがこのうちの幾らですか。そのあたり分かるように説明をお

願いします。

○委員長（喜々津英世委員）

暫く休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて再開します。他にありませんか。いいですか。はい。歳出、行きます。

２款１項１目は、これは総務とか政策推進、管財それぞれトータルされておりますので、

いいですか。次に５６、５７の財産、５目ですね、財産管理費。それから５８、５９。

６０、６１の上段の部分までですね、合わせて何かありましたらどうぞ。岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）



総務部長ですね、先ほどその発言は取り消すというような形でね、出てこないと思っ

たんですね。で、もう言いませんでしたけども、管財が所管するものがですね、例えば

１０台あったと。他のものが、５、６台おったとですね。そうしますとトータル的にそ

ういうところが事故があればそのどういう形で処理をしておるのかですね。この自動車、

同じこの公用車の管理という面からいけばですね。ずっと以前もそうなんですが、管財

なら管財が一括してですね、公用車を管理してね、事故等についても全部対応してです

ね、そういうような形でいくべきじゃないのかなぁと私思うんですね。今聞いても出て

こないわけですのでね、それぞれその所管を今から聞いてもいいわけですけども、もう

やめますけどもね。やっぱり今後、どういう管理の仕方をした方が適切であるのか。そ

の点は総務部長の方で調整して、今後のあり方を考えていくべきじゃないかなというふ

うに思いますのでね、総務部長、どう思われますかね。 

○委員長（喜々津英世委員）

荒木部長。 

○総務部長（荒木重臣君）

以前はですね、もう全部がもう各所管でやっておりました。どうしても公用車が空い

てる場合があってですね、ちょっともったいないということで管財の方で取りまとめる

ようにした結果が今なんですね。どうしても管財でこうまとめることができない、例え

ば消防車とか水道のダンプ、そういった関係の車、緊急にすぐ出るやつとかですね、そ

ういったのはもう各所管で置いてますので、これはまだ今のとこもうこの状態でいいん

じゃないかなとは私の方で思っております。各所管で共済等々組んでおりますので、事

故があった場合もその所管で対応もいたしております。 

○委員長（喜々津英世委員）

質問しますので、委員長を交代します。 

○委員（中村美穂委員）

質疑はありませんか。喜々津委員。 

○委員長（喜々津英世委員）

私も部長にお尋ねしますけれども、我々現職の頃は役職員の交通違反履歴照会という

のがある。県の公安委員会の方ですかね、やって、そしてどういう職員が、役員がどう

いう違反をしておるか、それを調べた上で指導していくというやり方。普段交通ルール

を守れとかいう役員が実はスピード違反していたという履歴が出て、笑い話になったこ

とがありますけれども、基本的にやっぱりそういったものを取った上でどう今度は事故

を減らす、事故撲滅に繋げていくかということを目的として取ったことがあるのですが、

そういったことは今までやったことがあるのか。また今後、やる気はないのか。今私が

言っただけでは、何となく分かりにくいとこもあったかもしれませんけれどそういう手

法も取れるんですよね。職員の事故を減らすとか、違反を減らすとかいう部分ではです

ね。どうですか。 



○委員（中村美穂委員）

荒木部長。 

○総務部長（荒木重臣君）

職員に対してそこまでちょっと調べたことは私が知る範囲では無いと思います。ただ、

各事故報告とかそういったのはもう必ず、ちょっとした事故でも違反でもよそでした事

故でもですね、報告する義務を付けてますので、個人的にやった事故もですね、そうい

ったのはもう全部町長まで上がるようにしております。職員に対しては自己申告という

ことでやっておりますので、上がってきているものとは思っております。 

○委員（中村美穂委員）

喜々津委員。 

○委員長（喜々津英世委員）

確かに事故は、基本的にやっぱり公務員は、事故はね、絶対警察に届けるべきだとい

う考え方でやっておられると思います。内々で示談をしようとなればと後でいろんな問

題を起こすということになりますからね。ところが今度は交通違反、これはそこまで求

めてないわけでしょうから。そういった中に例えばスピード違反を常習的にやるとかね、

やってくるとこれはまた大きな事故を起こす予兆にもなるんだということもあるわけで

すから、そういった意味で前、農協ではそういったことを、合併した当時やった経過が

あるんですね。ですから、無理にこれ絶対しなくてならないということはありませんけ

れども、やはり、事故を減らす、違反を減らすという努力は行政自らがやっぱりしてい

くべきだろうと思います。もう一度そこら辺で検討に値しないとなるのかどうかわかり

ませんけれども、答弁をお聞かせ願いたいと思います。 

○委員（中村美穂委員）

荒木部長。 

○総務部長（荒木重臣君）

はい、そうですね、事故に限らず職員に対しては、例えば年末年始とか、お盆とかそ

ういった時には交通事故も交通違反もそうなんですけど、綱紀粛正そういったのを年に

２回ぐらいは文書で通知はしております。あとはもう職員のモラル次第でしょうけど、

その辺はきちっとやっているつもりでございます。 

○委員（中村美穂委員）

委員長を交代します。 

○委員長（喜々津英世委員）

それでは、歳入歳出、総括的に結構ですから、質疑ありましたらどうぞ。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

５９ページのこれは公共用地の雑草刈払い委託というところに関連してお聞きします

けれども、役場の庁舎の前の長与庁舎っていう御影石か代理石かで出来ているところの

花壇があります。この部分の管理っていうのは、これは管財課になるんですか。 



○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

樹木とかですね、花の管理も契約管財課の方で行っております。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

先日春先にですね、ある住民の方からそこの部分が雑草で生い茂ってるよということ

で指摘がありました。私も確認させてもらって雑草が生い茂ってて、ただもう今、ちょ

うど４月ということで忙しい最中だろうから、恐らくそのうち綺麗になるということで

もう何も言わなかったんですよね。ただ、やっぱり住民の方が言うにはあそこはやっぱ

り役場の顔だから、やはりきちっとしていた方がいいというような指摘もあって、私も

そのとおりだと思うので、是非時々そこも見てですね、多分花壇を整備する時と花の植

え替えのちょうど中間期だったのかなということで私はそういうふうに理解をしてたん

ですが、やはりそういう指摘されることもありますもんですから、時々そういうシルバ

ーの方なんかにね、そのあたりの、あまりにも役場の目の前、通行者からもまた車から

見える所ですね、そこの美化についてもやはり今後は、これ決算ですので今後なんです

が、少し気に留めておく必要があろうかと思うんですけど、その点いかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

雑草等につきましてはですね、町民一斉清掃の前とか役場内で職員さんにお声掛けを

しましてですね、草取りとかも年に１，２回行ってるところですが、雑草が生い茂って

いた時もあったのかと思っておりますが、今後も気に掛けてですね、綺麗にしていきた

いと考えております。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。安部委員。 

○委員（安部都委員）

５９ページの庁舎施設整備改良工事ですけども、各課のプレートとか庁舎内看板を変

えられたと思うんですけれども、町民の方々のですね、その成果、変更による成果って

いうかそのお声をもし聞いていらっしゃったら、明るくなったねとか非常に手続きしや

すくなったねとか、ちょっとお聞かせください。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

契約管財課の私どもの方にはですね、そういう声はお聞きしておりませんけども、１



階のフロアとかでは分かりやすくなったんではないかなと、こちらの方としましては思

っております。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

もう最後になると思うんですが、前の課長にも、言ってすぐ予算をとってやりますか

らということを言いながらですね、なかなか実行が見えないというのがですね、この役

場庁舎の踊り場がありますよね、こうありますよね。ここのこの学校側のですね、この

面を見てみたことはありますかね。これはずっと、はいやりますって言いながらもなか

なかしない。私はあまりお金を掛けないでもですね、何とかならないのかなと。例えば、

学校が休み時の時にですね、消防車でも持って来て、ぱーっとすればですね、全部取れ

てしまうんじゃないかなという感じもするぐらいのものがあるんですね、汚れが。この

辺りはですね、庁舎表は綺麗だけれども裏はですね、全く見られないなんてね、そうい

う状況ではちょっと困るわけでですね、その点は何とか、金を準備、やりくりしながら

ですね、対応すべきじゃないかというふうに思うんですね。井川君も初めてですので、

課長。何とかこう判断をしていただきたいなというふうに思うんです。どうですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

井川課長。 

○契約管財課長（井川勝信君）

役場庁舎の北側ですね。その汚れにつきましては十分認識をしているところでござい

ますが、これをですね、発注するとなると足場代でかなりの金額がはってしまうという

ことで今検討しておるところでございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。じゃ、質疑なしと認めます。 

これで契約管財課所管の質疑を終わります。 

暫時休憩します。ご苦労さまでした。これで終わります。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

委員会を再開します。これで本日の審査を全て終了いたします。ご苦労さまでした。 

（散会 １５時４１分） 

委員長 


